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解説シート 

小展示 Vol.4 

川崎市公文書館所蔵資料から見る 

井伊家譜代家臣松宮家の取立と変遷 Ⅰ 

       

【井伊家のはじまり】 

井伊直政は遠江国の井伊谷に二三代続いて絶えようとしていた井伊家の正統を家康の命で

継ぎ、武功を重ね、近江国と上野国に領地を持った。彦根藩は初代直政の後、直継・直孝・

直澄・直興・直通・直恒・直興（再封）・直惟…と順に十六代続き、大老職を歴任した。 

【井伊家に取立てられる松宮家】 

近江国で井伊家に取立てられた松宮家は、井伊家が上野国に所替となってもついていき、

代々の井伊家当主に仕えた。直興の代（延宝～元禄年間）には江戸詰を命じられていること

が展示資料からわかる。この江戸詰の時に松宮氏一族の一部は江戸周辺へ移り住んだこと

が推察される。また、「松宮氏過去帳」(松宮家文書 A-2-3)からは、松宮家中興の祖が享保

9 年に亡くなっていることがわかる。享保期に松宮家も繁栄を取り戻したことが読み取れる。

展示資料の「(先祖書)」(松宮家文書 A-2-1)からは、松宮家の血統が途絶えそうになりな

がらも、代々井伊家に仕え続け、松宮家中興の祖が亡くなるのと同時期にこの「(先祖書)」

が記されたことがわかる。 

【松宮家は井伊家による将軍の御機嫌伺いに関与したか？】 

当館所蔵複製資料松宮家文書には「（服忌中の両御丸への御機嫌伺いの差出方につき書状）」

（松宮家文書 A-2-1）という資料が残っている。井伊家は参勤交代で彦根へ帰国するにあ
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たり、留守中に城使役の家臣が江戸城へ出向いて将軍のご機嫌を伺うことの承認を得てい

たという。当主本人が不在であっても、家臣が動いて将軍の外出状況や体調に変わりがない

かを常に把握しておき、その結果は書面で彦根にいる当主へ伝えられたとされている。この

「（服忌中の両御丸への御機嫌伺いの差出方につき書状）」という表題の資料は、当時会津藩

主松平家から差し出されたものの写しであり、服忌中(貴い人が亡くなったときに音を立て

ないよう工事や祭りを中断して喪に服す法令)どのように将軍に御機嫌伺いをしていたかが

記されている。この資料が松宮家に残っているということから、松宮家も井伊家による将軍

への御機嫌伺いに関係していたことが窺え、実際の城使役であった可能性も指摘できる。 
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